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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ不透水性の一面シート(1)と他面シート(2)を備え、
　該一面シート(1)の周縁部(3)は該他面シート(2)の折り返し部(4)で覆われ、
　該周縁部(3)と該折り返し部(4)は相互間に通水間隙(5)と培土充填路(6)を保って一体化
(7)され、
　該一面シート(1)に植穴開口部(8)が設けられ、
　該他面シート(2)は二以上の他面片(2a)(2b)(2f)からなり、隣接する両他面片(2a,2f又
は2b,2f)は重合部(2c)を有し、該重合部(2c)の繋ぎ部(2g)を除いた非一体化部(2d)が生分
解性糸(2e)により仮止めされていることを特徴とする植栽用袋。
【請求項２】
　該他面シート(2)は三以上の他面片(2a)(2b)(2f)からなり、他の他面片(2a,2b)で挟まれ
る位置に配置される他面片(2f)が生分解性材で構成されている請求項１に記載の植栽用袋
。
【請求項３】
　該一面シート(1)は各別の一面片(1a,1b)から構成され、該一面片(1a,1b)の対向端の起
立片(1c,1d)間が植穴開口部(8)となっている請求項１又は２に記載の植栽用袋。
【請求項４】
　該折り返し部(4)は広い幅の幅広部(4’)を有し、該培土充填路(6)は該幅広部(4’)にお
いて保たれ、該一面シート(1)の該周縁部(3)は該培土充填路(6)側で該幅広部(4’)に対し



(2) JP 4456454 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

反転して逆止片(1’)に連続している請求項１～３の何れか一つの項に記載の植栽袋。
【請求項５】
　該一面シート(1)と該他面シート(2)の間に培土保護紙(31)が介装され、該折り返し部(4
)は広い幅の幅広部(4’)を有し、該培土充填路(6)は該幅広部(4’)において保たれ、該培
土保護紙(31)は該培土充填路(6)側に該幅広部(4’)と反対向きの逆止片(31’)が形成され
ている請求項１～３の何れか一つの項に記載の植栽用袋。
【請求項６】
　該一面シート(1)と該他面シート(2)の間に培土保護紙(31)が介装されている請求項１～
４の何れか一つの項に記載の植栽用袋。
【請求項７】
　該植穴開口部(8)は抜糸可能の糸条(21)で仮閉めされたスリット(22)である請求項１～
４の何れか一つの項に記載の植栽用袋。
【請求項８】
　該折り返し部(4)は寸法の大きい覆片部(4”)を有しており、該植穴開口部(8)は該覆片
部(4”)と該一面シート(1)間に保たれている請求項１又は２に記載の植栽用袋。
【請求項９】
　該重合部(2c)は、該他面片(2a,2b)の縁部を折り曲げて突き合わせたもので、該繋ぎ部(
2g)は折り目位置に形成され、該非一体化部(2d)は該折り目位置及び該折り目から縁辺側
に間隔を保った位置で該仮止めがされている請求項１～８の何れか一つの項に記載の植栽
用袋。
【請求項１０】
　該通水間隙(5)は、該一面シート(1)の隅角部に形成された切欠部(1e)を介して、該一面
シート(1)の裏面に連通している請求項１～９の何れか一つの項に記載の植栽用袋。
【請求項１１】
　該周縁部(3)と該折り返し部(4)の一体化(7)が縫製、接着又は溶着の一つ以上でなされ
ている請求項１～１０の何れか一つの項に記載の植栽用袋。
【請求項１２】
　該一面シート(1)と該他面シート(2)で形成された空間に培土(M)が充填されている請求
項１～１１の何れか一つの項に記載の植栽用袋。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は植栽用袋にかかり、培土を充填して苗木の根鉢を植え込んでおき、これを植栽
現場に運んで植栽面上に置くだけで、後は自然生育を待つだけで植栽ができるようなもの
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　袋に培土を入れ、この袋に苗木を植え込み、この袋を植栽現場に置いて植栽をする袋は
いろいろ開発されており、本願に近い先行技術として、例えば特開平１１―８９４４９号
のものがある。これに示された植栽及び苗木生産用袋は、各別の不透水性シート部(2a,3a
)を、培土の充填口(4)を残して、一方の周辺部(3b)が他方の周辺部(2b)を覆った状態で、
一体とする。この一方の不透水性シート部は透根及び排水用の切れ目(3c)を備え、両周辺
部間に通水間隙(5)が用意される。なお、透根用として透根性シート部(6')を備えるもの
もある。
【特許文献１】特開平１１―８９４４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、この先行技術では、透根性にやや難があった。すなわち、透根用の切れ
目(3c)や透根性シート部(6')が根茎の肥大成長の妨げとなり、根茎にくびれを発生させ、
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樹木の根が生長に従って太くなれない場合があるという問題があった。
【０００４】
　一方、この先行技術では、通水間隙を利用して袋の内部に水を導くことにより、袋内に
充填された培土の保水を図ることができる。しかしながら、袋の内部に水を導くのみでは
袋内の水分が過剰になってしまうため適当な排水手段が必要となるところ、上記先行技術
では排水についての十分な考慮がなされていなかった。すなわち、排水用の切れ目(3c)で
は、高い排水機能を備えた砂礫土壌に設置された場合等の設置状況によっては袋内に導入
された水がそのまま排水され、十分な保水を図ることができない問題があった。一方、土
壌に接する不透水性シート部を多孔性の透根性シート部に代えた場合、透根性を高めると
排水性もそれに伴って高くなり上記切れ目(3c)と同様に十分な保水を図れなくなり、逆に
排水性を低くすると透根性も低下して苗木の十分な育成を図れなくなるという問題があっ
た。
【０００５】
　また、上記排水の問題の他、次のような問題もあった。
　まず、充填口(4)が常時開放している場合、培土を入れた後に充填口(4)を閉じないと、
袋が倒れたときに培土が充填口(4)から外へ漏れ出てしまうため、ホッチキスで不透水性
シート部(3a)と不透水性シート部(2a)を綴り、又は不透水性シート部(3a)を不透水性シー
ト部(2a)の上面へ折り返して縫着若しくは接着する等、充填口(4)を閉じる作業が必要で
あった。このような作業は、工場のように設備の整っているところでする場合はよいが、
植栽現場のように作業環境の悪いところでする場合は、大変厄介であった。
【０００６】
　更に、植木を袋の培土中に植え込む際は、不透水性シート部(2a)を切り開く必要があっ
た。予めスリットを設けておくと、培土が漏れ出したりして不都合だからである。そのた
め、カッターが必要で、作業も面倒となっていた。
【０００７】
　そこで本発明は、保水性と透根性の両面に優れた植栽用袋を提供することを第一の目的
とする。また、本発明は、充填口を閉じる作業を省くことのできる植栽用袋を提供するこ
とを第二の目的とする。更に、本発明は、不透水性シート部を切り開く作業の不要な植栽
用袋を提供することを第三の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明にかかる植栽用袋は、それぞれ不透水性の一面シートと他面シートを備える。該
一面シートの周縁部は該他面シートの折り返し部で覆われている。該周縁部と該折り返し
部は相互間に通水間隙と培土充填路を保って一体化されている。該一面シートに植穴開口
部が設けられている。該他面シートは二以上の他面片からなっている。そして、隣接する
両他面片は重合部を有し、該重合部の繋ぎ部を除いた非一体化部が生分解性糸により仮止
めされている。
【０００９】
　該他面シートは三以上の他面片からなり、他の他面片で挟まれる位置に配置される他面
片が生分解性材で構成されていてもよい。
【００１０】
　該一面シートは各別の一面片から構成され、該一面片の対向端の起立片間が該植穴開口
部となっていてもよい。
【００１１】
　該折り返し部は広い幅の幅広部を一有し、該培土充填路は該幅広部において保たれ、該
一面シートの該周縁部は該培土充填路側で該幅広部に対し反転して逆止片に連続していて
もよい。
【００１２】
　該一面シートの該周縁部を逆止片に連続させない場合、該一面シートと該他面シートの
間に培土保護紙が介装され、該折り返し部は幅広部を有し、該培土充填路は該幅広部にお
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いて保たれ、該培土保護紙は該培土充填路側に該幅広部と反対向きの逆止片が形成されて
いてもよい。
【００１３】
　該一面シートと該他面シートの間に逆止片が形成されていない培土保護紙が介装されて
いてもよい。
【００１４】
　培土保護紙が介装されない場合、該植穴開口部は抜糸可能の糸条で仮閉めされたスリッ
トであってもよい。
【００１５】
　該折り返し部は寸法の大きい覆片部を有し、該植穴開口部は該覆片部と該一面シート間
に保たれていてもよい。
【００１６】
　該重合部は、該他面片の縁部を折り曲げて突き合わせたもので、該繋ぎ部は折り目位置
に形成され、該非一体化部は該折り目位置及び該折り目から縁辺側に間隔を保った位置で
該仮止めがされていてもよい。
【００１７】
　該通水間隙は、該一面シートの隅角部に形成された切欠部を介して、該一面シートの裏
面に連通していてもよい。
【００１８】
　該周縁部と該折り返し部の一体化が縫製、接着又は溶着の一つ以上でなされていてもよ
い。
【００１９】
　該一面シートと該他面シートで形成された空間に培土が充填されていてもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明にかかる植栽用袋によれば、一面シートの周縁部に通水間隔が保たれているので
、培土を充填して中央部分が盛り上がった状態とし一面シート上に降った雨滴を傾斜面に
沿って流下させ、周囲の折り返し部と一面シート間の通水間隙を通して袋内に流し込ませ
、これによって培土を湿潤させることができる。一方、重合部の非一体化部は生分解性糸
で仮止めされているので、袋内に流れ込んだ水の流出を防ぐことができるとともに、生分
解性糸が生長した苗の根茎の力によっていずれ破断すれば開放され、苗木の育成に適合し
た透根性も維持される。そのため、保水性と透根性の両面に優れたものとなる。
【００２１】
　また、一面シートに植穴開口部が設けられているので、植穴開口部を簡単に開いて苗を
培土に植え込むことができ、一面シートを切り開く作業を不要にすることができる。
　なお、袋内の培土の温度が夏期に上昇しすぎたり、冬期に低くなりすぎたりすることを
防ぐために、発砲ポリエチレンシート等の保護材を収めることがあるが、その場合は、こ
の保護材に関し植穴開口部に対向するスリットを予め備えておけばよい。
【００２２】
　他面シートを、三以上の他面片からなり、他の他面片で挟まれる位置に配置される他面
片が生分解性材で構成されるものとすれば、苗の育成前においては高い保水性を維持しな
がら、苗の生長に応じて透根性を高めることができる。これは、シート状の生分解生材は
、一般にその分解速度が生分解性糸よりも遅いため、非一体化部が十分な透根機能を果た
す程度の苗の生長段階において生分解性糸を破断させても帯片は腐食せず保水性に寄与す
るようにし、非一体化部の透根機能では不十分な程度まで苗が生長した時点で帯片が腐食
し透根性に寄与するようにできるからである。
【００２３】
　一面シートを各別の一面片から構成し、一面片の対向端の起立片間を植穴開口部とすれ
ば、苗木の根鉢を培土に植え込む際、双方の起立片をつまんで互いに広げる方向へ引っ張
ればよく、口開け作業を至って簡単にできる。また、苗を植え込んだ後に、ホッチキスや
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接着剤等で容易に閉じることができ、乾燥防止と雑草の繁茂防止効果をより確実に得るこ
とができる。
【００２４】
　折り返し部は幅広部を有し、培土充填路は幅広部において保たれていれば、培土充填路
は幅広部により仮に塞がれて直接外方へは開放せず、幅広部を展開して一面シートから引
き離すことで、培土充填路を挟んで両側縁が互いに近づいて初めて培土充填路が直接的に
外方へ開放する。そして、この培土充填路は、培土を袋の中へ充填した後幅広部を戻して
培土充填路両端の一面シートと他面シートを反対方向へ引っ張って塞がった状態に戻すこ
とができる。一方、一面シートの周縁部は培土充填路側で幅広部に対し反転して逆止片に
連続しているので、培土の充填後培土充填路を閉じることにより、一面シートの逆止片が
培土充填路を塞ぐ状態となって、培土の流出を阻止できる。従って、ホッチキス止め、縫
着、接着等により培土充填路を閉じる作業を省くことができる。なお、培土の充填が容易
なので、現場へは軽い袋の状態で運送して現場で培土を充填することにより運送費を低減
でき、現場に備蓄されている剪定植物等の堆肥を培土として利用すれば、その消化も行う
こともでき、経済的な効果も得ることができる。
【００２５】
　一面シートと他面シートの間に培土保護紙が介装されていれば、培土充填後苗を培土に
植え込む前の段階における、植穴開口部からの培土の流出を防止できる一方で、培土保護
紙は苗を培土に植え込む際には培土保護紙を指等で破くことで植穴開口部が簡単に開口し
、苗を植え込むことができる。従って、不透水性シートを切り開く作業を不要としながら
、植穴開口部からの培土流出を防ぐことができる。また、逆止片を培土保護紙に形成すれ
ば、逆止片を容易に成形でき、しかも一面シートの使用量を少なくでき、価格を安くでき
る。
【００２６】
　植穴開口部を抜糸可能の糸条で仮閉めされたスリットとすれば、培土充填後苗を培土に
植え込む前の段階における、植穴開口部からの培土の流出を防止できる一方で、苗を培土
に植え込む際には糸条を抜き取ることで植穴開口部が簡単に開口し、苗の植え込みができ
る。従って、不透水性シートを切り開く作業を不要としながら、植穴開口部からの培土流
出を防ぐことができる。
【００２７】
　一面シートの周縁部を覆う他面シートの折り返し部に寸法の大きい覆片部を有し、植穴
開口部が覆片部と一面シート間に保たれていれば、傾斜した植栽面で利用する際に覆片部
が傾斜の下側になるように配置することで、保水機能を高めることができる。
【００２８】
　他面片の縁部を折り曲げ突き合わせて重合部とし、繋ぎ部を折り目位置に形成し、非一
体化部における折り目位置及び折り目から縁辺側に間隔を開けた位置で仮止めをすること
により、非一体化部を段階的に開放することができる。すなわち、折り目位置を仮止めす
る糸が破断しない限り、縁辺側位置を仮止めする糸は袋内の培土に接することがなく生分
解が始まらないため、非一体化部は、まず折り目位置の糸が分解され破断し、それから縁
辺側位置の糸が分解され破断されて初めて開放されることになる。そのため、培土が充填
されてから植栽面に設置されるまでにある程度の時間がかかっても、設置後苗木が十分に
生長する前に保水性が低下することを防止できる。
【００２９】
　通水間隙は、一面シートの隅角部に切り欠き部を形成することにより、複雑な製造工程
を要することなく極めて容易に、一面シートの裏面に連通させることができる。
【００３０】
　周縁部と折り返し部の一体化が縫製、接着又は溶着の一つ以上でなされていると、通水
間隙、培土充填路及び植穴開口部の形成が容易となる。
【００３１】
　なお、本発明にかかる植栽用袋は、袋本体の製造地又は製造者と培土の充填地又は充填
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者が異なる場合を想定し、袋本体のみでの出荷が可能なものとなっている。しかしながら
、袋本体の製造地において培土の充填も行える場合は、一面シートと他面シートで形成さ
れた空間に培土が充填されたものを出荷してもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下の説明では、全図を通し、同一符号は同一若しくは相応部分を示す。なお、各シー
トや保護材等の肉厚は薄いので、太線で省略した。
　図１から図６に、本発明にかかる植栽用袋の具体例（第一具体例）を示す。図１は同植
栽用袋の使用状態の概観を示す斜視図、図２は図１のＡ－Ａ線切断端面図である。また、
図３は同植栽用袋の一部を切り欠いた正面図、図４は背面図、図５は図３のＢ－Ｂ線切断
端面図、図６は接合部の拡大断面図である。
【００３３】
　この植栽用袋は、それぞれ不透水性の一面シート１と他面シート２を有する。一面シー
ト１と他面シート２は例えばポリエチレンラミネートクロスシート製となっているが、不
透水性のものならば、その他のものでもよい。
　一面シート１の周縁部３は他面シート２の折り返し部４で覆われている。周縁部３と折
り返し部４は相互間に通水間隙５を保って一体化７されている。一面シート１に植穴開口
部８が設けられている。他面シート２は各別の他面片２ａ、２ｂ及び中間の帯片２ｆから
構成されている。他面片２ａ、２ｂ及び２ｆからなり、隣接する両他面片２ａと２ｆ及び
２ｂと２ｆは重合部２ｃを有する。重合部２ｃの繋ぎ部２ｇを除いた非一体化部２ｄが生
分解性糸２ｅにより仮止めされている。培土Ｍは、一面シート１と他面シート２で形成さ
れた空間に充填され、植栽すべき苗Ｔは一面シート１を通して培土Ｍに植栽されている。
【００３４】
　この植栽用袋によれば、一面シート１の周縁部３に通水間隙５が保たれているので、培
土Ｍの充填によって中央部分が盛り上がっている一面シート１上に降った雨滴を傾斜面に
沿って流下させ、周囲の折り返し部４と一面シート１間の通水間隙５を通して袋内に流し
込ませ、これによって培土Ｍを湿潤させることができる。一方、重合部２ｃの非一体化部
２ｄは生分解性糸２ｅで仮止めされているので、袋内に流れ込んだ水の流出を防ぐことが
できるとともに、生分解性糸２ｅが生長した苗Ｔの根茎の力によっていずれ破断すれば開
放され、苗Ｔの育成に適合した透根性も維持される。そのため、保水性と透根性の両面に
優れたものとなる。
【００３５】
　また、一面シート１には、植穴開口部８が設けられている。そのため、植穴開口部８を
簡単に開いて苗Ｔを培土Ｍに植え込むことができ、一面シート１を切り開く作業を不要に
することができる。
【００３６】
　他面片２ａ、２ｂで挟まれる位置に配置される他面片２ｆは生分解性材で成されている
。
　こうすると、非一体化部２ｄが十分な透根機能を果たす程度の苗Ｔの生長段階において
生分解性糸２ｅを破断させても他面片２ｆは腐食せず保水性に寄与するようにし、非一体
化部２ｄの透根機能では不十分な程度まで苗Ｔが生長した時点で他面片２ｆが腐食し透根
性に寄与するようにできる。そして、苗Ｔの育成前においては高い保水性を維持しながら
、苗Ｔの生長に応じて透根性を高めることができる。なお、この場合、他面片２ｆ以外の
シート部分（一面シート１及び他面片２ａ、２ｂ）を、この他面片２ｆよりも耐久性のあ
る生分解性材で構成してもよい。そうすると、苗Ｔが植栽面Ｐに活着し植栽用袋としての
役目を終えた頃に全体が腐食し、最終的には何も残らないため、環境に好ましい。
【００３７】
　一面シート１は各別の一面片１ａ、１ｂから構成され、一面片１ａ、１ｂの対向端の起
立片１ｃ、１ｄ間が植穴開口部８となっている。
　こうすると、苗木Ｔの根鉢を培土に植え込む際、双方の起立片をつまんで互いに広げる
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方向へ引っ張ればよく、口開け作業を至って簡単にできる。また、苗Ｔを植え込んだ後に
、ホッチキスや接着剤等で容易に閉じることができ、乾燥防止と雑草の繁茂防止効果をよ
り確実に得ることができる。
【００３８】
　一面シート１と他面シート２の間に培土保護紙３１が介装されている。
　こうすると、培土充填後苗Ｔを培土Ｍに植え込む前の段階における、植穴開口部８から
の培土Ｍの流出を防止できる一方で、培土保護紙３１は苗Ｔを培土Ｍに植え込む際には培
土保護紙３１を指等で破くことで植穴開口部８が簡単に開口し、苗Ｔの植え込みができる
。従って、不透水性シートを切り開く作業を不要としながら、植穴開口部８からの培土流
出を防ぐことができる。
【００３９】
　また、袋内には、袋内の培土の温度が夏期に上昇しすぎたり、冬期に低くなりすぎたり
することを防ぐために、発砲ポリエチレンシート製の保護材３２も収められている。この
保護材３２には、植穴開口部８に対向するスリットが設けられており、苗Ｔの培土Ｍへの
植栽の妨げとならないようになっている。
【００４０】
　重合部２ｃは、他面片２ａと２ｆ及び２ｂと２ｆの縁部を折り曲げて突き合わせたもの
で、繋ぎ部２ｇは折り目位置に形成され、非一体化部２ｄは折り目位置及び折り目から縁
辺側に間隔を保った位置で仮止めがされている。
　こうすると、まず袋内の培土Ｍに接する、折り目位置の糸が分解され破断し、それから
縁辺側位置の糸が分解され破断され、初めて非一体化部２ｄが開放されることになる。そ
のため、培土Ｍが充填されてから植栽面Ｐに設置されるまでにある程度の時間がかかって
も、設置後苗Ｔが十分に生長する前に保水性が低下することを防止できる。
【００４１】
　一面シート１及び他面シート２は正方形又は長方形のうちの一方の形状となっている。
　こうすると、円形や楕円形等の形状とする場合と比べ、より容易に製造することができ
る。
【００４２】
　通水間隙５は、一面シート１の隅角部に形成された切欠部１ｅを介して、一面シート１
の裏面に連通している。
　こうすると、複雑な製造工程を要することなく極めて容易に、通水間隙５を一面シート
１の裏面に連通させることができる。
【００４３】
　周縁部３と折り返し部４の一体化７が縫製、接着又は溶着の一つ以上でなされている。
「一つ以上」という言葉の意味は、縫製、接着、溶着を単独でしてもよく、あるいは縫製
と接着、接着と溶着のように組み合わせて行ってもよいということである。
　こうすると、通水間隙５、培土充填路６及び植穴開口部８の形成が容易である。
　なお、培土保護紙３１は、縫製や接着なら一面シート１と他面シート２の間に挟み込ん
で固定されるが、溶着の場合は挟み込まれず単に挿入された状態となる。もちろん、固定
されなくても何ら支障はない。
【００４４】
　図７は、本発明にかか植栽用袋の他の具体例（第二具体例）の正面図である。この図７
に示すように、植穴開口部８は、抜糸可能の糸条２１で仮閉めされたスリット２２であっ
てもよい。
　こうすると、培土充填後苗Ｔを培土Ｍに植え込む前の段階における、植穴開口部８から
の培土Ｍの流出を防止できる一方で、苗Ｔを培土Ｍに植え込む際には糸条２１を抜き取る
ことで植穴開口部８が簡単に開口し、苗Ｔの植え込みができる。従って、不透水性シート
を切り開く作業を不要としながら、植穴開口部からの培土流出を防ぐことができる。なお
、この場合は、培土保護紙３１を介装する必要がない。
　なお、培土Ｍの漏れ出る恐れがない程度の開口なら、スリットだけでもよい。
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【００４５】
　図８から図１１に、本発明にかかる植栽用袋の更に他の具体例（第三具体例）を示す。
図８は一部を切り欠いた正面図、図９は図８のＣ－Ｃ線切断端面図、図１０は図９におい
て培土を充填するために幅広部４’を展開しかつ一面シート１の周縁部３を幅広部４’と
離す方向へ引き上げて培土充填路６を開放した状態を示す図、図１１は培土の充填を終え
て逆止片１’、周縁部３及び幅広部４’を戻した状態を示す。
　この植栽用袋の構成は第一具体例のそれとほぼ同様である。相違点は、植穴開口部８は
抜糸可能の糸条２１で仮閉めされたスリット２２であること、折り返し部４が幅広部４’
を有していること、及び一面シート１の周縁部３は培土充填路６側で幅広部４’に対し反
転して逆止片１’に連続していることである。
　幅広部４’を一面シート１の表面から外方、即ち図９で反時計方向、へ展開し、一面シ
ート１の周縁部３、逆止片１’及び培土保護紙３１の縁部をつまんで幅広部４’から引き
離して図１０の状態にすると、培土充填路６が開放し、逆止片１’の遊端も内部指向を保
つ。スコップ等で培土をこの培土充填路６に投入すれば、培土Ｍは逆止片１’を乗り越え
て袋内に入り、内部に充填される。充填を終えたら、幅広部４’を元に戻し、培土充填路
６の両端に位置する一面シート１、培土保護紙３１及び他面シート２をつまんで外方へ引
っ張れば、培土充填路６が閉じ、逆止片１’が他面シート２と接触する。培土が外部へ流
出しようとすると逆止片１’がそれを阻止するので、培土充填路６をホッチキス止め、縫
着、ヒートシール等で塞ぐ必要はない。なお、培土Ｍの充填が容易なので、現場へは軽い
袋の状態で運送して現場で培土Ｍを充填することにより運送費を低減でき、現場に備蓄さ
れている剪定植物等の堆肥を培土として利用すれば、その消化も行うこともでき、経済的
な効果も得ることができる。
【００４６】
　図１２から図１４は、本発明にかかる植栽用袋の更に他の具体例（第四具体例）で、第
三具体例を示した図９から図１１にそれぞれ対応させてある。
　この植栽用袋の構成は第三具体例の植栽用袋のそれとほぼ同様である。相違点は、培土
保護紙３１に培土充填路６側で幅広部４’と反対向きの逆止片３１’が形成されているこ
とである。
　使用方法は第三具体例の植栽用袋と大差ないので説明は省略する。この植栽用袋の場合
、逆止片３１’を容易に成形でき、しかも一面シート１の使用量が減るので、安く提供で
きる。また、培土保護材３１を備えるため、上記のように不透水性シートを切り開く作業
を不要としながら、植穴開口部からの培土流出を防ぐことができる。
【００４７】
　図１５及び１６に、本発明にかかる植栽用袋の更に他の具体例（第五具体例）を示す。
この植栽用袋は、第一具体例の植穴開口部８を一面シート１に形成したスリットとし、折
り返し部４に寸法の大きい覆片部４''を設け、植穴開口部８が覆片部４''と一面シート１
間に保たれてるようにしたものである。それ以外の構成は、第一具体例とほぼ同様でため
、説明は省略する。
　この植栽用袋の使用に際しては、図１５の左側の折り返し部４を左側へ折り返す。この
折り返し部４の上下は一体化７されているので、あまり広くはないがそこに培土充填路６
が開放する。この培土充填路６を通して培土Ｍを袋の中へ充填する。充填が終わったら、
この折り返し部４を戻す。植穴開口部８を開いて苗Ｔを培土Ｍに植え込む。そしてこの袋
を傾斜した植栽面に植穴開口部８を傾斜上面に向けて設置する。
　降雨があると、水滴は一面シート１の表面上を傾斜面に沿って流れ、植穴開口部８や通
水間隙５から袋内に流れ込んでこれを湿潤する。袋内で発育した根茎は他面シート２の非
一体化部２ｄを通って植栽面Ｐの土壌中に進出し、活着する。
　折り返し部４は寸法の大きい覆片部４”を有しており、この周縁部３が覆片部４”で覆
われ、この周縁部３と折り返し部４が、相互間に通水間隙５と植穴開口部８を保って、一
体化７されているので、傾斜した植栽面で利用する際に覆片部４''が傾斜の下側になるよ
うに配置することで、保水機能を高めることができる。
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【００４８】
　なお、上記第一から第五具体例で、他面シート２は、３つの他面片２ａ、２ｂ、２ｆで
構成されているが、図１７に示すように、２つの他面片２ａ及び２ｂのみで構成してもよ
い。他面シート２を２つの他面片で構成した植栽用袋の具体例を示す。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明にかかる植栽用袋の具体例（第一具体例）の使用状態の概観を示す斜視図
である。
【図２】図１のＡ－Ａ線切断端面図である。
【図３】同植栽用袋の部分切欠正面図である。
【図４】同背面図である。
【図５】図３のＢ－Ｂ線切断端面図である。
【図６】接合部の拡大断面図である。
【図７】本発明にかかる植栽用袋の他の具体例（第二具体例）を示す部分切欠正面図であ
る。
【図８】本発明にかかる植栽用袋の更に他の具体例（第三具体例）を示す部分切欠正面図
である。
【図９】図８のＣ－Ｃ線切断端面図である。
【図１０】図９の培土充填路開放状態の図である。
【図１１】図９の培土充填完了状態の図である。
【図１２】本発明にかかる植栽用袋の更に他の具体例の（第四具体例）の図９に対応する
図である。
【図１３】同図１０に対応する図である。
【図１４】同図１１に対応する図である。
【図１５】本発明にかかる植栽用袋の更に他の具体例（第五具体例）を示す部分切欠正面
図である。
【図１６】図１５のＤ－Ｄ線切断端面図である。
【図１７】本発明にかかる植栽用袋の更に他の具体例（第六具体例）を示す背面図である
。
【符号の説明】
【００５０】
１　　　一面シート
１’　　逆止片
１ａ、１ｂ　　一面片
１ｃ、１ｄ　　起立片
２　　　他面シート
２ａ、２ｂ、２ｆ　他面片
２ｃ　　重合部
２ｄ　　非一体化部
２ｅ　　生分解性糸
２ｇ　　繋ぎ部
３　　　周縁部
４　　　折り返し部
４’　　幅広部
４”　　覆片部
５　　　通水間隙
６　　　培土充填路
７　　　一体化
８　　　植穴開口部
３１　　培土保護紙
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３１’　逆止片
Ｔ　　　苗
Ｍ　　　培土

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】 【図１７】
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